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〔
法
規
的
告
示
〕

〇
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の
食
事
療

養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担

額
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標

準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示（
厚
生
労
働
六
六
）

〇
経
済
産
業
省
所
管
事
業
分
野
に
お
け
る
障

害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に

関
す
る
対
応
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
件

（
経
済
産
業
二
一
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件

（
総
務
六
三
）

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
公
表
す
る
件
（
同
六
四
）

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団

体
の
解
散
等
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表

す
る
件
（
同
六
五
）

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
公
表
す
る

件
（
同
六
六
）

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
六
十
六
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
八
十
五
条
第
二
項
及
び
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
第
五
十
二
条
第
二
項
及
び
第
五
十
二
条
の
二
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）並
び
に
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十

四
条
第
二
項
及
び
第
七
十
五
条
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
七
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）の
規
定
に
基
づ
き
、
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
及
び

後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。令

和
八
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
公
表
す
る
件
（
同
六
七
）

〇
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管

理
団
体
の
指
定
の
取
消
及
び
資
金
管
理
団

体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
公
表
す
る
件
（
同
六
八
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
国
土
交
通
三
三
八
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
の
指
定
を
解
除
す

る
件
（
同
三
三
九
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

日
本
弁
護
士
連
合
会
公
示
送
達
・
懲
戒
処

分
関
係

地
方
公
共
団
体

解
散
命
令
、
教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行

旅
死
亡
人
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告





健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
一
部
改
正
）

第
一
条

健
康
保
険
及
び
国
民
健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
平
成
八
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

一

健
康
保
険
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

区

分

額

区

分

額

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。）第
五
十
八
条
各
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
五
百
五
十
円

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。）第
五
十
八
条
各
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
五
百
十
円

規
則
第
五
十
八

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
者

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
（
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）若
し

く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
国
民

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
六
の
三
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
船
員
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第

十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
、第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
、

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令

第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
ホ
、

第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立

学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四

百
二
十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第

一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
又
は
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一

号
若
し
く
は
第
四
十
条
第
一
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
期
間

に
係
る
入
院
日
数
を
合
算
し
た
入
院
日
数
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
九
十
日
以
下
の
者

一
食
に
つ
き
二
百
七
十
円

規
則
第
五
十
八

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
者

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
（
規
則
第
五
十
八
条
第
一
号
若

し
く
は
第
二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三

十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）若
し

く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
国
民

健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
六
の
三
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）、
船
員
保

険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第

十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
、第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
、

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令

第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
第
一
項
第
一
号
ホ
、

第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
私
立

学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四

百
二
十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十

七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三
条
の
三
の
五
第

一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
又
は
高

齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十

九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五
条
第
一

号
若
し
く
は
第
四
十
条
第
一
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
期
間

に
係
る
入
院
日
数
を
合
算
し
た
入
院
日
数
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
九
十
日
以
下
の
者

一
食
に
つ
き
二
百
四
十
円

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
食
に
つ
き
二
百
二
十
円

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
食
に
つ
き
百
九
十
円

規
則
第
五
十
八
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者

一
食
に
つ
き
百
三
十
円

規
則
第
五
十
八
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者

一
食
に
つ
き
百
十
円

規
則
第
五
十
八
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
も
の

一
食
に
つ
き
三
百
三
十
円

規
則
第
五
十
八
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
も
の

一
食
に
つ
き
三
百
円
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二

健
康
保
険
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の
の
額
は
、

三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

二

健
康
保
険
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の
の
額
は
、

三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

区

分

額

区

分

額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
各
号
に

該
当
す
る
者
以

外
の
者

入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活

療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
」
と
い
う
。）の
入
院
時
生
活

療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い

る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
五
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
各
号
に

該
当
す
る
者
以

外
の
者

入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活

療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
」
と
い
う
。）の
入
院
時
生
活

療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い

る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
四
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
四
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
六
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
四
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
四
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
又

は
第
六
号
に
該

当
し
な
い
も
の

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
五
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
四
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
又

は
第
六
号
に
該

当
し
な
い
も
の

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
四
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
四
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
も
の

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
以
下
の
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
四
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
も
の

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
以
下
の
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
四
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
二
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
九
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に

該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
三
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に

該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
十
円
と

の
合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
六
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
三
百
三
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
か

ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
六
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
三
百
円
と
の
合
計

額
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規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
五
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
も
の

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
以
下
の
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
七
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
六
十
二

条
の
三
第
五
号

に
該
当
す
る
者

で
あ
っ
て
、
同

条
第
一
号
又
は

第
二
号
に
該
当

す
る
も
の

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
以
下
の
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
四
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
二
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
百
五
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
月
以
前
の

十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日
を
超
え
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
九
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に

該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
三
号
に

該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
十
円
と
の
合
計

額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
六
号
に
該
当
す
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
六
十
二
条
の
三
第
六
号
に
該
当
す
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
十
円
と
の
合
計

額

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）

（
後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
一
部
改
正
）

第
二
条

後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
及
び
生
活
療
養
標
準
負
担
額
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度

と
す
る
。

一

後
期
高
齢
者
医
療
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
は
、
三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度

と
す
る
。

区

分

額

区

分

額

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
三
十
五
条
各
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
五
百
五
十
円

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働

省
令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
三
十
五
条
各
号
に
該
当

す
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
五
百
十
円

規
則
第
三
十
五

条
第
一
号
に
該

当
す
る
者

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
二
百
七
十
円

規
則
第
三
十
五

条
第
一
号
に
該

当
す
る
者

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
食
に
つ
き
二
百
四
十
円

被
保
険
者
番
号
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
六
十
一
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。）、
氏
名
及

び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
う
。）並
び
に
入
院
日
数
（
健
康
保
険
法
施
行

規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
十
八

条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
六

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。）若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
六
の

三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。）、
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二

一
食
に
つ
き
二
百
二
十
円

被
保
険
者
番
号
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
百
六
十
一
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
番
号
を
い
う
。）、
氏
名
及

び
個
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十

五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
う
。）並
び
に
入
院
日
数
（
健
康
保
険
法
施
行

規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
第
五
十
八

条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）
第
二
十
六

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。）若
し
く
は
第
六
十
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第
二
十
六
条
の
六
の

三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。）、
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二

一
食
に
つ
き
百
九
十
円
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百
四
十
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し

く
は
第
三
号
ホ
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
第

一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三

条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第

三
号
ホ
又
は
規
則
第
三
十
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
十

条
第
一
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
期
間
に
係
る
入
院
日
数
を

合
算
し
た
入
院
日
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。）を
記
載
し
た
届
書
（
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
「
入
院
日
数
届
書
」
と
い
う
。）に
、
当
該
入

院
日
数
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
に
提
出
し
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
入
院
日
数

届
出
被
保
険
者
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書

を
提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十

日
を
超
え
る
も
の

百
四
十
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し

く
は
第
三
号
ホ
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭

和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
十
一
条
の
三
の
六
第

一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第
三
号
ホ
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二

十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
第
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。）、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行

令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
第
二
十
三

条
の
三
の
五
第
一
項
第
一
号
ホ
、
第
二
号
ホ
若
し
く
は
第

三
号
ホ
又
は
規
則
第
三
十
五
条
第
一
号
若
し
く
は
第
四
十

条
第
一
号
に
定
め
る
者
で
あ
る
期
間
に
係
る
入
院
日
数
を

合
算
し
た
入
院
日
数
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に

お
い
て
同
じ
。）を
記
載
し
た
届
書
（
以
下
こ
の
号
及
び
次

号
に
お
い
て
「
入
院
日
数
届
書
」
と
い
う
。）に
、
当
該
入

院
日
数
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
、
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
に
提
出
し
た
者
（
次
号
に
お
い
て
「
入
院
日
数

届
出
被
保
険
者
」
と
い
う
。）で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書

を
提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十

日
を
超
え
る
も
の

規
則
第
三
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者

一
食
に
つ
き
百
三
十
円

規
則
第
三
十
五
条
第
二
号
に
該
当
す
る
者

一
食
に
つ
き
百
十
円

規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第

二
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
食
に
つ
き
三
百
三
十
円

規
則
第
三
十
五
条
第
三
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
又
は
第

二
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
食
に
つ
き
三
百
円

二

後
期
高
齢
者
医
療
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の

の
額
は
、
三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

二

後
期
高
齢
者
医
療
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
な
お
、
一
日
の
生
活
療
養
標
準
負
担
額
の
う
ち
食
事
の
提
供
に
係
る
も
の

の
額
は
、
三
食
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
す
る
。

区

分

額

区

分

額

規
則
第
四
十
条

各
号
に
該
当
す

る
者
以
外
の
者

入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活

療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
。
以

下
「
基
準
」
と
い
う
。）の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算

定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
五
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条

各
号
に
該
当
す

る
者
以
外
の
者

入
院
時
食
事
療
養
費
に
係
る
食
事
療
養
及
び
入
院
時
生
活

療
養
費
に
係
る
生
活
療
養
の
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
九
号
。
以

下
「
基
準
」
と
い
う
。）の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算

定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
四
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

同
条
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
四
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
六
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
又
は
第
五
号
に
該
当
す
る
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、

同
条
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
四
十
円

と
の
合
計
額
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規
則
第
四
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
四
十
条
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
十
円
と
の
合
計

額

規
則
第
四
十
条

第
四
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
か
ら
第
三
号

ま
で
又
は
第
六

号
に
該
当
し
な

い
も
の

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
五
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条

第
四
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
か
ら
第
三
号

ま
で
又
は
第
六

号
に
該
当
し
な

い
も
の

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅰ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
五
百
十
円

と
の
合
計
額

基
準
の
入
院
時
生
活
療
養
（
Ⅱ
）
を
算
定
す
る
保
険
医
療

機
関
に
入
院
し
て
い
る
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
四
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条

第
四
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
に
該
当
す
る

も
の

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
七
十

円
と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条

第
四
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
に
該
当
す
る

も
の

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
四
十

円
と
の
合
計
額

入
院
日
数
届
出
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書
を

提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日

を
超
え
る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
二
百
二
十

円
と
の
合
計
額

入
院
日
数
届
出
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書
を

提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日

を
超
え
る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
九
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の

一
日
に
つ
き
四
百
三
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
三
十
円

と
の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
四
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の

一
日
に
つ
き
三
百
七
十
円

と
一
食
に
つ
き
百
十
円
と

の
合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
又
は
第
六
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
三
百
三
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
四
十
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
又
は
第
六
号
に
該
当
し
な
い
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
三
百
円
と
の
合
計

額

規
則
第
四
十
条

第
五
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
に
該
当
す
る

も
の

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
七
十
円
と
の

合
計
額

規
則
第
四
十
条

第
五
号
に
該
当

す
る
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
一

号
に
該
当
す
る

も
の

次
欄
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
四
十
円
と
の

合
計
額

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
二
百
二
十
円
と
の

合
計
額

入
院
日
数
届
出
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書
を

提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日

を
超
え
る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
九
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
四
十
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合

計
額

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
十
円
と
の
合
計

額

規
則
第
四
十
条
第
六
号
に
該
当
す
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
三
十
円
と
の
合

計
額

規
則
第
四
十
条
第
六
号
に
該
当
す
る
者

一
日
に
つ
き
零
円
と
一
食

に
つ
き
百
十
円
と
の
合
計

額

入
院
日
数
届
出
被
保
険
者
で
あ
っ
て
、
入
院
日
数
届
書
を

提
出
し
た
月
以
前
の
十
二
月
以
内
の
入
院
日
数
が
九
十
日

を
超
え
る
も
の

規
則
第
四
十
条
第
五
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
同
条
第
二
号
に
該
当
す

る
も
の

附

則

（
適
用
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
前
の
食
事
療
養
標
準
負
担
額
又
は
生
活
療
養
標
準
負
担
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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